
事 務 連 絡 

                        令和６年３月８日 

 

 

法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出について 

建設業の担い手の育成及び確保のためには、建設労働者が社会保険等に加入するための

原資となる法定福利費が、発注者から元請企業、下請企業、個々の技能労働者に至るまで

適正に支払われるようにすることが重要であり、そのためには元請企業が工事ごとの法定

福利費の額を認識し、確保する必要があります。 

公共工事の発注者が講ずるべき具体的な措置について定める「公共工事の入札及び契約

の適正化を図るための措置に関する指針」において、発注者は受注者に対し法定福利費を

明示した請負代金内訳書の提出を求め、法定福利費に相当する額が適切に計上されている

ことを確認するよう努めることとされました。 

こうした要請を踏まえ、玉野市においても玉野市工事請負契約約款を改正し（別紙資料

１参照）、法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出を求めるとともに、その内容につい

て確認することとしますので、お知らせします。 

 

記 

１ 対象工事 

契約管理課が公告又は通知する全ての工事 

２ 実施時期 

令和６年４月１日以降に請負契約を締結する工事から適用 

３ 実施内容 

契約締結後、工事着手の時期までに、法定福利費を明示した請負代金内訳書を契約管理

課に提出してください。 

※請負代金内訳書の記入方法、法定福利費の算定方法については別紙資料を参照してく

ださい。 

玉野市財政部契約管理課 

TEL:0863-32-5518 

 

 


